
広報ごか　2024．8　 12

　
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６

年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
に
行
っ
た

選
挙
人
名
簿
抄
本
閲
覧
状
況
に
つ
い

て
、
公
職
選
挙
法
第
28
条
の
４
第
７

項
お
よ
び
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第

３
条
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
し
ま
す
。

○
令
和
５
年
度
閲
覧
状
況
　
　
０
件

○
お
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
　
秘
書
人
事
Ｇ

　
☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
0
２)

　
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
母
の
離

婚
や
死
亡
な
ど
に
よ
り
、
ひ
と
り
親

と
な
っ
た
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
手
当
が

支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
要

件
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
８
月
末
ま
で

に
現
況
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
現
況
届
の
提
出
を
し
な

い
と
、
８
月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
こ
ど
も
未
来
Ｇ

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

　
個
人
、
法
人
そ
の
他
の
団
体

・
町
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
に

　
勤
務
し
て
い
る
方

・
町
が
行
う
事
務
事
業
に
利
害
関
係

　
の
あ
る
方

○
令
和
５
年
度
に
お
け
る
情
報
公
開

の
実
績

※�

任
意
的
公
開
と
は
、
町
外
の
方
が

情
報
公
開
請
求
を
す
る
場
合
や
平

成
13
年
３
月
31
日
以
前
の
行
政
情

報
の
公
開
を
請
求
す
る
場
合
の
取

扱
い
を
い
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
　
秘
書
人
事
Ｇ

　
☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
０
３)

○
情
報
公
開
に
つ
い
て

　�

情
報
公
開
は
、
町
が
保
有
す
る
行

政
情
報
を
住
民
等
か
ら
の
請
求
に

応
じ
て
公
開
す
る
制
度
で
す
。

　�

町
で
は
、
情
報
公
開
条
例
を
制
定

し
、
行
政
情
報
を
公
開
し
て
い
ま

す
。

○
情
報
公
開
対
象
文
書

　�

平
成
13
年
４
月
１
日
以
降
に
作
成

し
、
ま
た
は
取
得
し
た
行
政
情
報

○
情
報
公
開
を
請
求
で
き
る
方

・
町
内
に
住
所
の
あ
る
方

・
町
内
に
事
務
所
、
事
業
所
の
あ
る

お
し
ら
せ

No.587

令
和
５
年
度
情
報
公
開
制
度

の
運
用
状
況

選
挙
人
名
簿
抄
本
閲
覧
状
況

の
公
表
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
の
支
払

い
方
法
は
変
更
で
き
ま
す

調
整
給
付
金
支
給
確
認
書

を
８
月
２
日
㈮
に
発
送
し

ま
す

８
月
は
児
童
扶
養
手
当
の

現
況
届
提
出
月
で
す

　
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
直
接
天
引
き
）
に
て
納

付
を
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
申
し

出
に
よ
り
支
払
い
方
法
を
口
座
振
替

へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
申
し
出
の
時
期
に
よ
り
特

別
徴
収
か
ら
の
切
替
時
期
が
変
わ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
す
で
に
申
し
出
を
さ
れ
て
い

る
方
は
手
続
き
の
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

令
和
６
年
分
の
推
計
所
得
税
額
ま
た

は
令
和
６
年
度
分
の
個
人
住
民
税
所

得
割
額
が
定
額
減
税
可
能
額
を
上
回

る
方
に
対
し
て
、
不
足
額
を
調
整
給
付

金
と
し
て
支
給
し
ま
す
。
調
整
給
付
金

支
給
対
象
者
へ
調
整
給
付
金
支
給
確

認
書
を
８
月
２
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。

確
認
書
類
を
受
け
取
ら
れ
た
方
は
、

必
要
事
項
等
を
ご
記
入
の
う
え
、
確

認
書
等
を
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

○
確
認
書
等
の
返
送
期
限

　�

10
月
31
日
㈭
【
必
着
】

区　分 請求
件数

請求のうち
公開件数

公開した情報

全部公開 部分公開 非公開

情報公開 0 0 0 0 0

任意的
公　開 3 2 0 2 0

個人情報 0 0 0 0 0

　�

返
送
期
限
ま
で
に
確
認
で
き
な
い

場
合
は
、
給
付
金
を
辞
退
し
た
こ

と
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物

の
被
害
が
増
え
て
い
ま
す

　
ハ
ク
ビ
シ
ン
や
ア
ラ
イ
グ
マ
、
イ
ノ

シ
シ
等
の
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物

の
被
害
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

大
切
に
育
て
た
作
物
に
被
害
が
出
な

い
よ
う
、
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
被
害
対
策(

自
己
防
衛)

の
一
例

・
電
気
柵

・
忌
避
剤

・
箱
わ
な
等

　
町
で
は
、
茨
城
県
が
主
催
の
鳥
獣

対
策
研
修
の
ご
案
内
な
ど
を
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
確
認
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）




